
 

実施要項 

ルワンダ防災ビジネス・スタディツアー 
 

 

 

１． 概要 

ルワンダ国は気候変動による影響で、集中豪雨、洪水、土砂、落雷や干ばつなどの自然災害が急

増しています。毎年多くの人命が犠牲となり、主要産業である農業をはじめ、道路などのインフ

ラや都市機能にも影響を及ぼしています。 ルワンダ政府は防災・復興対策に毎年１５０－２５０

億円を支出しており、その金額はこの１０年間で倍に膨らんでいます。 

MINEMA（危機管理省）を中心にルワンダ政府は防災力の強化に本格的に乗り出しており、昨

年発表された政府の第二次国家変革戦略 (NTS2/2024-2029) では『気候変動に強靭な

社会づくり』を新たな重点分野として打ち出しました。 

そこで、今年度 JICAルワンダ事務所は本邦企業を中心とする「防災展示会」をMINEMAと共

催し、日本の防災と復興を支えてきた民間企業の技術や知見を紹介することにしました。この防

災展示会の期間中に『ルワンダ防災ビジネス・スタディー』を実施し、防災展示会の出展やルワン

ダ政府や防災関連のステークホルダーとの意見交換や自然災害現場の視察等を通して、ルワン

ダ国が必要とする新たな民間連携事業（JICABiz）の案件形成を目指します。 

 

２．本ツアーの対象領域  

防災分野全般 （ハード・ソフト防災） 

 

３．スケジュール（調整中） 

(1) 構成 

１０名程度の参加者を想定（現地では JICA職員が同行します） 

(2) 期間 

ルワンダに滞在： ２０２６年３月９日（月）から１５日(日)までの６泊７日 

（日本からの出発・到着日除く）  

（３） 行程 

３月 ９日（月） ルワンダ（キガリ市）到着 



３月１０日（火）   JICAルワンダ事務所、MINEMA、日本大使館表敬 

３月１１日（水） キガリ市、自然災害現場視察 

３月１２日（木） 防災展示会準備 

３月１３日（金） 防災展示会（初日） 

３月１４日（土） 防災展示会（二日目） 

３月１５日（日） キガリ出発 

 

＊現地での具体的な日程、訪問先は参加者が確定しご希望も踏まえ最終調整します。  

（ご要望に沿えない可能性がある点はご了承ください。） 

＊本ツアーの前後に自社負担により別日程を追加することは任意となります。 

 

4. 参加費用 

(1) JICAが負担する費用 

① 現地での宿泊費 （3月 9日チェックインから 3月 15日チェックアウトまで） 

② 現地視察にかかるルワンダ国内での移動費等 

以上、JICAにて手配いたします。 

 

(2) 参加者にご負担いただく費用 

（上記 4.(1)以外の費用）  

① 航空賃 

（出発到着地：日本国内⇔現地までの往復航空券） 

② 居住地⇔出発到着地（日本国内の空港）の日本国内移動に係る費用 

③ 旅券申請に必要な書類等（戸籍抄本、写真等）の取得経費 

④ 海外旅行保険の加入経費 

⑤ 現地での食費等 

以上、参加者ご自身でご手配頂きます。 

 

 【留意事項】  

＊本ツアーはルワンダ現地集合・現地解散です。 

＊集合場所までの往復移動手段（航空券・タクシー等）、 飲食代、海外旅行保険等は 

参加者各自での手配・費用負担をお願いいたします。  

＊航空券等の手配は、参加確定の連絡を受けてから開始ください。 

＊集合場所は、キガリ市内ホテル（後日決定次第案内）を予定しています。 

＊渡航前にたびレジ（トップページ｜たびレジ）への登録をお願いいたします。 

  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html


 

 

５．ご応募いただける団体・企業の方  

以下すべての条件を満たす団体・企業所属の方を参加対象とさせていただきます。  

(1) 日本の企業等（本邦登記法人）であり、ルワンダを対象とした中小企業・SDGs ビジネ

ス支援事業への応募を含めた、ルワンダへの防災ビジネスを検討していること。 

注） 別の法人へのコンサルテーションを主目的としたコンサルタント等、ルワンダでの

自らのビジネスを目的としない企業は対象外）。 

（２）（１）の応募条件に加え、次リンク先の中小企業・SDGsビジネス支援事業「ニーズ確認 

調査／ビジネス化実証事業」 応募・実施条件等及び募集要項に係る同意書の 10．に

定義 する反社会的勢力に合致しない企業・団体であること。 

(３) 帰国後、JICA や業界団体、地元経済団体が開催する国内セミナー等で、ルワンダの

防災分野の課題や日本企業との連携の可能性について情報発信できること。 また、ル

ワンダでのビジネスアイディアや今後の検討ポイントをまとめた簡易な報告書（視察報

告会資料）を提出いただけること。 

（ご検討中のビジネス内容の保秘については ご相談させていただきます）。 

(４) 渡航前事前説明会、現地視察の全行程、帰国後の視察報告会に参加可能であること。 

(５) ルワンダの事情（道路状況や衛生環境等）を勘案した上で、全行程に参加可能 な健康

状態であること。 

(６) プログラム参加の意欲・熱意・協調性があること。 

(７) ツアー参加に際して海外旅行保険に加入頂くこと。 

（JICAにて推奨される保険を紹介可能。） 

(８) 上記 4.の趣旨をご理解の上で、費用のご負担と、渡航に係るご準備をご自身で手配

頂けること。 ※なお、ツアーには通訳が同行いたしません。 

 

６. 応募および実施までの流れ 

(1) 応募方法はホームページの案内をご確認の上、参加申込フォームをメールに添付し、 

以下 7.の申込先 宛てにお送りください。  

応募期限：2025年 11月 28日（火）17時（日本時間）まで 

(2) １社から１～2名の応募とさせて頂きます。 

(3) 選考結果は 2025年 12月上旬までにご応募いただいた方にお知らせする予定で

す。なお、選考は参加申込フォームに記載していただく下記の内容を基に行います。  

① 会社概要  

② 本スタディツアー参加者情報  

③ ルワンダで考えられるビジネス内容 



④ 防災展示会出展の内容 

 

(4) 全体スケジュール 

公募 2025年１１月１4日（金）～２８日（金） （締切１１月 28日） 

選考 2025年１２月上旬 （参加企業の決定） 

説明会 2025年１２月中旬 （参加企業対象） 

準備 2025年１2月下旬～渡航日前まで （手続き、展示会出展準備） 

渡航 2026年 3月 8日（日）日本出発～3月 16日（月）日本帰着 

最終報告会は帰国後、３月下旬を予定。 

 

７．申込先／問い合わせ先  

To：JICAルワンダ事務所代表アドレス 

   rw_oso_rep@jica.go.jp 

 

 担当者アドレス 

  Kitamoto.Yuzo3@jica.go.jp 

 NadineUWASE-RW@jica.go.jp 

 

※件名冒頭に【ルワンダ防災ビジネスツアー】と付していただけると助かります。 

 

8. その他 

 (1) 本スタディツアーの位置づけ 

中小企業・SDGsビジネス支援事業への応募促進を目的の一つとしたものですが、本ス

タディツアーへの参加自体が同支援事業の応募審査にあたっての加点要素となること

はありません。 

 (2) 調査団参加者の不正行為防止について  

調査団参加者は機構関係者として、独立行政法人国際協力機構役職員倫理規程（平成

16 年規程（人）第 28号）に基づく「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイド

ライン」、 「JICA不正腐敗防止ガイダンス」の遵守をお願いします。 

また、不正競争防止法では、 OECD（経済協力開発機構）の「国際商取引における外国

公務員に対する贈賄の防止に関 する条約」を国内的に実施するために、外国公務員贈

賄に係る罰則を定めています。このため、調査団参加者は特に以下の点に留意願いま

す。  

① 外国公務員等に対して調査団参加者による高額の物品や過大な金銭の提供或いは

mailto:rw_oso_rep@jica.go.jp
mailto:Kitamoto.Yuzo3@jica.go.jp
mailto:NadineUWASE-RW@jica.go.jp


著しく華美な接待等が行われないこと。 

② 本調査の実施における開発途上国政府関係者への対応に際しては、不正競争防止

法第 18条（外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止）に抵触しないよう留意

すること。 

 (3) 個人情報の扱いについて 

 ① 応募書類に含まれる個人情報等は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律（平成 15 年法律第 59 号）」に従い、適切に管理し、取り扱います。  

② 応募書類に含まれる個人情報等は、本スタディツアーの審査、派遣決定後の手配の目

的にのみ使用します。 

 ③ 応募書類は、JICAが本スタディツアーを運営する以外の目的では一切使用いたしま

せん。 

 

以上 

 


